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大田原市企業誘致条例の一部を改正する条例 

大田原市企業誘致条例（平成１６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律」に、「健康増進法第２６条第５項」を「健康増進法（平成１４年法律第１０３号）

第２６条第６項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第３条の規定は、平成２６

年１１月２５日から適用する。 

 


